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イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

保
険
・
年
金

相　
談

日 場所／相談員 問
3 社会福祉センター／◯民・◯人・◯行

①

4 彦島公民館／◯民

11
長府公民館／◯民・◯行
川中公民館分館／◯民

17 社会福祉センター／◯民・◯人・◯行・◯社
18 安岡公民館／◯民

25
小月公民館／◯民
勝山公民館／◯民・◯行

10 菊川町総合福祉会館／◯人※・◯司・◯行
②

13 菊川老人福祉センター／◯心
19 社協豊田支所／◯人・◯行 ③

16
川棚公民館／◯人

④
社協豊浦支所／◯行

22 豊北保健福祉センター／◯人・◯行 ⑤

◯民…民生児童委員　　◯人…人権擁護委員
◯行…行政相談委員　　　　※法務局職員も来所
◯司…司法書士　　　　◯社…社会保険労務士
◯心…臨床心理士

■日下表の通り
▷社会福祉協議会＝午前10時～午後３時　
▷社協各支所＝午前10時～正午　※豊浦
支所の行政相談は午前９時30分～11時30分
■問①社会福祉協議会（☎232-2003）
　②社協菊川支所（☎287-4480）
　③社協豊田支所（☎766-3356）
　④社協豊浦支所（☎774-1122）
　⑤社協豊北支所（☎782-1799）

月の総合(心
配ごと)相談12

の
た
め
、
直
結
給
水
方
式（
５
階
建
て
ま

で
）や
直
結
増
圧
給
水
方
式（
１０
階
建
て�

程
度
）へ
の
変
更
を
勧
め
て
い
ま
す
。
変�

更
に
は
条
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
問
い

合
わ
せ
を
。

■問
上
下
水
道
局
給
水
課（
☎
２３１-

３
１
１
６
）

１２
月
の
臨
時
休
館
・
休
場
日

●
唐
戸
市
場
＝
■日
１２
月
１０
日（
水
）

■問
市
場
流
通
課（
☎
２３１-

１
４
４
０
）

宅
内
の
汚
水
ま
す
は

定
期
的
に
掃
除
し
ま
し
ょ
う

　
公
共
下
水
道
に
接
続
さ
れ
て
い
る
家

庭
内
の
汚
水
ま
す
に
は
、
構
造
上
、
汚

水
に
含
ま
れ
る
わ
ず
か
な
固
形
物
や
油

分
が
た
ま
り
ま
す
。
放
置
し
て
お
く
と

管
が
詰
ま
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
各
家

庭
で
定
期
的
に
掃
除
し
ま
し
ょ
う
。
個

人
で
十
分
可
能
で
す
。

　
最
近
、
汚
水
ま
す
の
清
掃
を
代
行
す

る
民
間
業
者
が
い
ま
す
。
市
は
関
与
し

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を

希
望
す
る
方
は
認
定
申
請
を

■対
市
内
に
住
所
が
あ
る
、
昭
和

２５
年
１
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ

た
方
で
、
日
常
生
活
に
介
護
が

必
要
な
た
め
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を

希
望
す
る
方　
■持
介
護
保
険
被
保
険
者

証　
■申
介
護
保
険
課
、
各
総
合
支
所
市

民
生
活
課
、
本
庁
の
各
支
所
へ
。

■問
介
護
保
険
課（
☎
２３１-

３
１
８
４
）

  

相
　
談

弁
護
士
無
料
法
律
相
談

●
豊
田
総
合
支
所
＝
■日
１２
月
１９
日（
金
）

午
後
１
時
～
４
時　
■定
６
人（
先
着
順
）

■申
１２
月
１
日
～
１９
日
に
、
電
話
で
豊
田

総
合
支
所（
☎
７６６-

２
０
７
９
）へ
。

●
市
民
相
談
所
＝
■日
毎
週
月
・
木
曜
日

※
祝
日
休
み　
■定
１２
人（
相
談
日
の
１
週

間
前
か
ら
直
接
か
電
話
で
予
約
を
）

※
職
員
に
よ
る
一
般
相
談
も
平
日（
午
前

８
時
３０
分
～
午
後
４
時
３０
分
）に
実
施

■問
市
民
相
談
所（
☎
２３１-

３
７
３
０
）

「
ヤ
ン
グ
テ
レ
ホ
ン
下
関
」

相
談
窓
口
の
利
用
を

　
青
少
年
の
友
人
・
家
族
・
異
性
関
係
、

進
路
、
健
康
や
性
、
ひ
き
こ
も
り
な
ど

の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

■対
悩
み
を
持
つ
青
少
年
、
そ
の
保
護
者

な
ど　
■日
平
日
の
午
前
１１
時
～
午
後
７
時�

▽
相
談
電
話
＝
☎
２３１-

７
８
３
８（
面
談
は�

要
予
約
）　

▽

kisoudan@
city.

shim
onoseki.yam

aguchi.jp

■問
生
涯
学
習
課（
☎
２３１-

７
９
６
８
）

１２
月
４
日
～
１０
日
は
人
権
週
間
で
す

　
全
て
の
人
々
が
平
和
で
豊
か
な
社
会

を
実
現
す
る
に
は
、
自
分
の
人
権
だ
け

で
な
く
、
他
人
の
人
権
も
正
し
く
理
解

し
尊
重
し
合
う
と
と
も
に
、
相
手
の
気

持
ち
を
考
え
、
思
い
や
り
の
心
を
育
て

る
こ
と
の
大
切
さ
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

●
常
設
人
権
相
談
所
＝
■日
平
日
の
午
前

８
時
３０
分
～
午
後
５
時
１５
分　
■内
い
じ

め
、
虐
待
、
家
庭
内
の
ト
ラ
ブ
ル
な
ど

の
相
談
対
応　
※
相
談
無
料
、
秘
密
厳

守　
▽
相
談
先
＝
山
口
地
方
法
務
局
下

関
支
局（
竹
崎
町
四
丁
目
／
全
国
共
通
人

権
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０-
００３-
１１０
）

●
啓
発
行
事
＝
■日
１２
月
４
日（
木
）午
前

１１
時
～
１１
時
３０
分　
■所
シ
ー
モ
ー
ル
下

関
前（
竹
崎
町
四
丁
目
）　
■内
啓
発
物
品

の
配
布

■問
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課

�

（
☎
２２２-

０
８
２
７
）

お
知
ら
せ

直
結
給
水
・
直
結
増
圧
給
水
に

し
ま
せ
ん
か

　
タ
ン
ク
方
式
に
よ
り
給
水
を
受
け
て

い
る
ビ
ル
や
マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
水
道
水

の
安
全
性
確
保
や
給
水
サ
ー
ビ
ス
向
上

て
い
ま
せ
ん
の
で
、
注
意
を
。

■問
上
下
水
道
局
下
水
道
課（
☎
２３１-

１
３�

６
３
）、
北
部
事
務
所（
☎
７７２-

４
０
２
８
）

年
末
年
始
の
交
通
安
全
県
民
運
動

■期
１２
月
１０
日
～
１
月
３
日

【
運
動
の
重
点
】　
▽
子
ど

も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故

防
止　
▽
自
転
車
の
安
全

利
用
の
推
進　
▽
シ
ー
ト

ベ
ル
ト
な
ど
の
着
用
の
徹
底　
▽
飲
酒

運
転
の
根
絶　
▽
ス
ピ
ー
ド
ダ
ウ
ン
の

推
進

■問
防
災
安
全
課（
☎
２３１-

９
３
３
３
）

農
業
委
員
会
の

選
挙
人
名
簿
登
載
申
請

　
平
成
２７
年
１
月
１
日
現
在
で
、
農
業

委
員
会
委
員
の
選
挙
人
名
簿
の
調
製
を

行
い
ま
す
。
期
限
ま
で
に
申
請
を
。

■対
平
成
７
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
、

１０
㌃
以
上
の
農
地
で
耕
作
業
務
を
行
う

方（
経
営
主
）か
、
そ
の
同
居
の
親
族
か

配
偶
者
で
、
年
間
お
お
む
ね
６０
日
以
上

耕
作
に
従
事
し
て
い
る
方　
■申
１
月
１０

日（
土
）ま
で　
※
対
象
者
に
は
１２
月
中

旬
に
申
請
書
類
を
郵
送

■問
農
業
委
員
会
事
務
局（
☎
２２３-

６
５
３
６
）、

北
部
支
局（
☎
７６６-

２
７
２
９
）

宝
く
じ
助
成
金
で

放
送
設
備
を
購
入
し
ま
し
た

　
宝
く
じ
助
成
金
で
婦
人

防
火
ク
ラ
ブ
員
な
ど
が
行

う
各
種
防
火
行
事
で
使
用

で
き
る
放
送
設
備
を
購
入

し
ま
し
た
。

■問
消
防
局
予
防
課（
☎
２３３-

９
１
１
３
）

土
砂
災
害
防
止
法
に
基
づ
く

現
地
調
査
の
お
知
ら
せ

　

山
口
県
に
よ
る「
土
砂
災
害
警
戒
区

域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の

推
進
に
関
す
る
法
律（
土
砂
災
害
防
止
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イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

相　
談

保
険
・
年
金

大
河
ド
ラ
マ「
花
燃
ゆ
」、
舞
台
は

山
口
県
！
１
月
４
日（
日
）ス
タ
ー
ト

■日
▽
毎
週
日
曜
日
＝

総
合
…
午
後
８
時
～
、

Ｂ
Ｓ
プ
レ
ミ
ア
ム
…
午
後
６
時
～�

▽
毎
週
土
曜
日
＝
総
合
…
午
後

１
時
５
分（
再
放
送
）※
詳
細
は

「
花
燃
ゆ
」公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.�nhk.or.jp/

hanam
oyu/

）、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
山
口

（
☎
０８３-

９２１-

３
７
３
３
）で
確
認
を

■問
観
光
政
策
課（
☎
２３１-

１
３
５
０
）

法
）」に
基
づ
い
た
土
砂
災
害
の
発
生
の

恐
れ
の
あ
る
箇
所
に
つ
い
て
の
現
地
調

査
が
、
一
昨
年
か
ら
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
実
施
中
の
豊
浦
町
・
豊
北
町
、
吉

母
・
吉
見
・
吉
田
地
区
に
加
え
、
新
た

に
旧
下
関
市
の
他
地
域（
彦
島
地
区
も
含

む
）で
実
施
さ
れ
ま
す
。
皆
さ
ん
の
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

■対
■期
▽
旧
下
関
市
の
他
地
域
＝
平
成
２６

年
１２
月
～
２８
年
３
月（
予
定
）　
▽
豊
浦

町
・
豊
北
町
、
吉
母
・
吉
見
・
吉
田
地

区
＝
平
成
２７
年
３
月（
終
了
予
定
）　
■内

調
査
内
容
＝
身
分
証
を
携
行
し
た
調
査

員
が
渓
流
や
住
宅
裏
の
急
斜
面
の
地
形

状
況
、
周
辺
の
土
地
利
用
状
況
な
ど
。

※
簡
単
な
測
量
も
あ
り

■問
防
災
安
全
課（
☎
２３１-

９
３
３
３
）

土
地
の
取
引
に
は
届
出
が
必
要
で
す

　
次
の
土
地
を
取
引
し
た
場
合
、
国
土

利
用
計
画
法
に
よ
り
、
契
約
締
結
日
か

ら
２
週
間
以
内
に
、
そ
の
土
地
を
管
轄

す
る
窓
口
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

■内
▽
市
街
化
区
域
＝
２
０
０
０
平
方
㍍

以
上　
▽
市
街
化
区
域
以
外
の
都
市
計

画
区
域（
調
整
区
域
と
豊
浦
町
・
菊
川�

町
・
内
日
地
区
・
蓋
井
島
）＝
５
０
０
０

平
方
㍍
以
上　
▽
都
市
計
画
区
域
以
外

の
区
域（
豊
北
町
・
豊
田
町
）＝
１
万
平

方
㍍
以
上　
■申
都
市
計
画
課
、
各
総
合

支
所
建
設
課
へ
。

■問
都
市
計
画
課（
☎
２３１-

１
２
９
８
）

下
関
市
農
業
委
員
会
委
員
一
般
選
挙

立
候
補
予
定
者
説
明
会

　
平
成
２７
年
２
月
１５
日（
日
）に
下
関
市

農
業
委
員
会
委
員
一
般
選
挙
が
執
行
さ

れ
ま
す
。
立
候
補
届
け
出
書
類
の
記
載

要
領
や
注
意
事
項
な
ど
に
関
す
る
説
明

の
他
、
立
候
補
に
関
す
る
届
出
書
な
ど

も
交
付
し
ま
す
の
で
、
立
候
補
を
予
定

し
て
い
る
方
は
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

■日
１２
月
８
日（
月
）午
後
２
時

■所
勝
山
公
民
館　
■持
印
鑑

■問
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

�

（
☎
２３１-

２
４
１
５
）

戸
籍
謄
本
等
の
交
付
に
係
る「
登
録
型

本
人
通
知
制
度
」に
登
録
を

　
個
人
の
権
利
の
侵
害
を
防
ぐ
た
め
、

戸
籍
謄
本
な
ど
を
代
理
人
や
第
三
者
に

交
付
し
た
場
合
、
登
録
し
た
本
人
に
そ

の
事
実
を
通
知
す
る「
登
録
型
本
人
通
知�

制
度
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
の
制
度

は
、
下
関
市
に
本
籍
が
あ
る
方（
あ
っ
た

方
）が
事
前
に
登
録
す
る
こ
と
で
、
登
録

者
の
戸
籍
謄
本
な
ど
を
代
理
人
や
第
三

者
に
交
付
し
た
場
合
に
、
そ
の
交
付
の

事
実
を
登
録
し
た
本
人
に
通
知
す
る
制

度
で
す
。

　
制
度
を
利
用
す
る
方
は
、
市
民
サ
ー

ビ
ス
課
３
番
窓
口
、
各
総
合
支
所
市
民

生
活
課
、
本
庁
の
各
支
所
で
登
録
申
請

を
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
登
録
手
続
に
必
要
な
も
の
＝
登
録
申

請
書
、
窓
口
に
来
る
方
の
本
人
確
認
書

類（
運
転
免
許
証
、
旅
券
、
写
真
付
き
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
な
ど
官
公
署
の
発

行
し
た
証
明
書
な
ど
）※
代
理
人
の
場
合

は
問
い
合
わ
せ
を

■問
市
民
サ
ー
ビ
ス
課（
☎
２３１-

１
１
９
０
）

満
珠
荘
か
ら
の
お
知
ら
せ

●
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
教
室
＝

■日
１２
月
１２
日（
金
）午
前
１０

時
～
正
午　
■定
１０
人（
先
着

順
）　
■料
３
０
０
０
円　
■持

は
さ
み
、
新
聞
紙
、
ア
レ
ン
ジ
を
入
れ

る
物　
■申
１２
月
８
日（
月
）ま
で
に
、
電

話
で
満
珠
荘
へ
。

●
お
正
月
用
ミ
ニ
門
松
作
り
＝
■日
１２
月

２６
日（
金
）午
後
２
時
～

３
時　
■定
２０
人（
先
着
順
）

■料
５００
円　
■持
は
さ
み
、
タ
オ
ル　
■申
１２

月
１
日
～
１６
日
に
直
接
か
電
話
で
満
珠

荘
へ
。

■問
満
珠
荘（
☎
２２２-

１
１
２
６
）

下
関
市
中
小
企
業
等
制
度
融
資

　
下
関
市
で
は
、
市
内
中
小
企
業
者
の�

方
々
に
経
営
安
定
の
た
め
の
セ
ー
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
資
金
を
は
じ
め
、
新
規
創
業
や

新
事
業
展
開
に
必
要
と
な
る
資
金
を
ス

ム
ー
ズ
に
提
供
し
、
有
利
な
条
件
で
利

用
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
市
内
金
融
機

関
と
協
調
し
て
サ
ポ
ー
ト
す
る
制
度
融

資
を
行
っ
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
市
内

金
融
機
関
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

■問
商
工
振
興
課（
☎
２３１-

１
２
２
０
）

い
き
い
き
シ
ル
バ
ー
銭
湯
デ
ー

　
毎
週
火
曜
日
に
低
額
で

銭
湯
な
ど
を
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
※
祝
日

な
ど
の
休
業
日
あ
り

■対
市
内
在
住
の
７０
歳
以
上
の
方　
■料
施�

設
に
よ
り
異
な
る　
■持
住
所
、
氏
名
、

年
齢
が
確
認
で
き
る
物　

●
本
庁
区
域
＝
▽
日
乃
出
温
泉（
大
和

町
一
丁
目
／
☎
２６６-

４
４
０
３
）　
▽
霧
島

湯（
竹
崎
町
二
丁
目
／
☎
２２２-

７
８
５
１
）

▽
え
び
す
湯（
今
浦
町
／
☎
２２２-

７
１
１
８
）

▽
千
歳
湯（
上
新
地
町
四
丁
目
／
☎
２２３-

２�

９
３
０
）　
▽
向
洋
温
泉（
栄
町
／
☎
２３５-�

１
３
４
５
）　
▽
噴
泉
湯（
田
中
町
／
☎

２２２-

３
７
１
７
）　
▽
辨べ
ん
て
ん天
湯（
幸
町
／

☎
２３２-

７
９
６
９
）　
▽
竹
の
湯（
上
田
中

町
八
丁
目
／
☎
２２２-

８
５
９
８
）　
▽
だ
る

ま
湯（
安
岡
駅
前
一
丁
目
／
☎
２５８-

０
２�

１
７
）　
▽
喜
楽
湯（
休
業
中
）

●
豊
田
町
区
域
＝
▽
す
こ
や
か
温
泉（
豊

田
町
大
字
矢
田　
豊
田
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
内
／
☎
７６６-

２
０
４
３
）　
▽
日
野
温

泉
い
こ
い
の
家（
豊
田
町
大
字
日
野
／
☎

７６６-
０
９
０
６
）　

▽
蛍
街
道
西
ノ
市

（
豊
田
町
大
字
中
村
／
☎
７６７-

０
２
４
１
）

●
豊
浦
町
区
域
＝
▽
平
田
旅
館（
豊
浦
町

大
字
宇
賀
／
☎
７７６-

０
０
５
５
）　

▽

ぴ
ー
す
ふ
る
青
竜
泉（
豊
浦
町
大
字
川

棚
／
☎
７７２-

０
０
４
７
）

■問
い
き
い
き
支
援
課（
☎
２３１-

１
３
４
０
）、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課　
▽
菊
川（
☎

２８７-

４
０
０
６
）　
▽
豊
田（
☎
７６６-

２
６
８�

７
）　
▽
豊
浦（
☎
７７２-

４
０
２
０
）　
▽
豊

北（
☎
７８２-

１
９
５
８
）

城
下
町
長
府
ひ
な
ま
つ
り
開
催
に

協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　
来
年
２
月
上
旬
か
ら
始
ま
る
イ
ベ
ン

ト「
城
下
町
長
府
ひ
な
ま
つ
り
」で
展
示

す
る
つ
る
し
飾
り
を
一
緒
に
作
り
ま
せ

ん
か
。
あ
な
た
の
作
っ
た
つ
る
し
飾
り

が
早
春
の
城
下
町
長
府
を
彩
り
ま
す
。

初
心
者
で
も
簡
単
に
作
れ
ま
す
。
※
ひ

な
人
形
を
無
償
で
提
供
し
て
い
た
だ
け

る
方
の
連
絡
も
お
待
ち
し
て
い
ま
す

■申
■問
観
光
政
策
課（
☎
２３１-

１
３
５
０
）

住
宅
の
無
料
耐
震
診
断
事
業

■対
市
内
に
対
象
住
宅
を
所
有

の
方　
■内
▽
対
象
住
宅
＝
市

内
の
昭
和
５６
年
５
月
３１
日
以

前
に
着
工
さ
れ
た
階
数
が
３
以
下
の
木

造
一
戸
建
て
住
宅（
そ
の
他
条
件
あ
り
）

▽
内
容
＝
市
が
耐
震
診
断
を
実
施　
▽

募
集
件
数
＝
残
り
２
件（
先
着
順
）　
■申

１２
月
２６
日（
金
）ま
で
に
、
申
請
書
を
提

出
。
※
申
請
書
は
ま
ち
な
み
住
環
境
整

備
課
ま
で

■問
ま
ち
な
み
住
環
境
整
備
課

�

（
☎
２３１-

１
９
４
１
）


